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当社元従業員による不正行為について 

 

この度、当社元従業員による不正行為が判明いたしましたので、現在判明している内容およ

び今後の当社の対応について、下記のとおりお知らせいたします。 

このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、株主の皆様をはじめ、お客様やお取引関係

者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。 

 

記 

 

１．不正行為の概要 

当社の太陽光事業等において、2012 年から 2019 年まで当該事業担当部署の責任者であっ

た元従業員が、その立場を利用して特定の取引先と共謀し、当社が取引先に支払った金銭の

一部を自身が関与する複数の法人等の口座に還流させ不正取得した疑いがあるほか、業務委

託先からのキックバックを同口座にて受け取るなどの重大なコンプライアンス違反行為を繰

り返していたことが、社内調査によって判明いたしました。その不正流用額は、最大でも 80

百万円に満たない額と見込んでおります。 

 

２．当社の対応について 

  本件につき、外部の専門家とともに社内調査を行い、これまでに関係者に対する事情聴取

や資料確認等を実施しました。その結果、懲戒事由となる重大なコンプライアンス違反が明

らかとなり、当社は 2019 年７月 26 日をもって当該元従業員を懲戒解雇いたしました。現在

当社は、当該元従業員に対する刑事告訴および損害賠償請求の検討を進めております。また、

当社といたしましては、今回の事実を厳粛に受け止め、今後、内部管理体制の更なる強化を

図り、全社を挙げて再発防止に向けた取り組みを実施してまいります。 

 

３．業績への影響について 

  本件が業績に与える影響は軽微であり、過年度決算の訂正を行う予定はございません。 
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